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1．割賦販売法改正をめぐる現況

(1)課題の指摘

割賦販売法はもともと，割賦販売等を行う

信販業界の保護・育成を目的とする業法とし

て昭和36年に制定された。しかし，昭和47年

にいわゆるクーリング・オフ規定を新設した

ところから消費者保護的要素を帯びるように

なる。その後，同法は，ここから独立した特

定商取引法（旧・訪問販売法）と並び，法の

隙間を狙って流行する消費者被害への対処療

法的な改正を繰り返すことになった。

もう一つ大きな転換となったのが，昭和59

年の改正で新設された抗弁の接続規定（30条

の4），および，個別クレジットとリボルビ

ング払への拡張である。この改正により，不
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当な方法で締結された販売契約は解消できて

も支払だけが残ってしまう，という不合理が

解消された。しかし，この規定の解釈をめぐっ

ては，別の不合理が残されることになる（後

述)。

直近の改正は，悪質商法に頻繁に利用され

た個別クレジットの規制を主眼とする大規模

なもので，加盟店の不実行為によるクレジッ

ト契約の取消，クレジット契約自体のクーリ

ングオフと既払金の返還などを内容とする．'。

この改正により，個別クレジットをめぐる被

害は減少したと言われる。また，同改正では，

クレジットカード取引についていわゆるボー

ナスー括払ないし二回払を同法の対象に広げ

た．2．このことで，クレジットカード取引

(ここでは信用販売のみ検討対象とする，キャッ

シング等は含まない)のうち，準拠法がない

のはマンスリークリア型のみとなった。

しかし，インターネット取引にかかるクレ

ジットカードの事件の増加，とりわけ，アク

ワイアラー（加盟店管理会社）ないし決済代

行業者が介入すること（オフアス取引).3で

当事者の立場が錯綜し，解決を困難にする事

件が目立つようになった。国際ブランドと提

携したカードの場合にはなお問題は複雑にな

*1改正内容は多岐にわたるが，クレジット契約の効力についてだけでも，個別クレジット取引を別立てとし（35

条の3の2～35条の3の35)，訪問販売・過量販売等を原因とするクレジット契約を直接クーリング・オフの対

象とすること（35条の3の10-12),これらの場合既払金も返還されること(35条の3の10第8項，同12第6項),
加盟店に不実告知等があった場合にはこれにかかるクレジット契約を直接取り消しできること（35条の3の13)，

指定商品を外したこと等である。この改正についての解説・評価としては，島川勝「特定商取引法・割賦販売法

改正法の問題点－特にクレジット会社と販売店の責任について」法律時報80巻9号123頁(2008年),池本誠二
「改正割賦販売法における民事規定の活用」現代消費者法1号111頁(2008年）などを参照。

*2旧法では，2ヶ月以上かつ3回以上の分割払いとリポルビング払いのみが対象となっていた。この改正で，

「総合割賦購入あっせん」という名称は「包括信用購入あっせん」に変更された。なお，個別クレジットでも分

割払いの要件が外され，「個別信用購入あっせん」という名称に変更された。

*3クレジット会社はアクワイアラーとの間で加盟店契約類似の契約を締結する（クレジット会社はカード発行お

よび会員管理業務のみを行うことになり，イシュアーと呼ばれる。ただし，国内の信販業者はイシュアーとアク

ワイアラーを兼ねている場合がほとんどである)。アクワイアラーは独自に加盟店を募集・管理するが，販売店

等の間に決済代行会社が介在することがある。このとき，アクワイアラーが加盟店として扱うのは決済代行業者

であって，利用者に販売等をする業者と直接の関係はない。
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